
人事院こころの健康相談室「女性専用相談室」のご案内人事院こころの健康相談室「女性専用相談室」のご案内

平成２３年４月より 人事院こころの健康相談室において平成２３年４月より 人事院こころの健康相談室において平成２３年４月より、人事院こころの健康相談室において、平成２３年４月より、人事院こころの健康相談室において、
女性医師による、女性のための「女性専用相談室」を開設しています！！女性医師による、女性のための「女性専用相談室」を開設しています！！

○○ 相談対象：一般職非現業国家公務員とその家族（いずれも相談対象：一般職非現業国家公務員とその家族（いずれも女性限定女性限定））○○ 相談対象 般職非現業国家公務員とその家族（いずれも相談対象 般職非現業国家公務員とその家族（いずれも女性限定女性限定））

○○ 相談方法：相談方法：面談方式面談方式（心の健康作りの専門医（（心の健康作りの専門医（女性女性）による面談））による面談）

○○ 相談受付：相談受付：予約制予約制（電話またはメールでお申し込みください。）（電話またはメールでお申し込みください。）

※※ 各回の相談受付は、原則として各回の相談受付は、原則として相談日の８日前相談日の８日前までまで

受付担当：人事院職員福祉局職員福祉課健康班受付担当：人事院職員福祉局職員福祉課健康班

ＴＥＬＴＥＬ ０３ ３５８１ ５３１１（内線２５６９）０３ ３５８１ ５３１１（内線２５６９）ＴＥＬＴＥＬ ：：０３－３５８１－５３１１（内線２５６９）０３－３５８１－５３１１（内線２５６９）

○○ 開開 設設 日 原則として毎月１回 午後に開設します日 原則として毎月１回 午後に開設します

メールメール ：：人事院ホームページをご参照ください。人事院ホームページをご参照ください。

○○ 開開 設設 日：原則として毎月１回、午後に開設します。日：原則として毎月１回、午後に開設します。

※※ 開設予定日については、人事院ホームページをご参照下さい。開設予定日については、人事院ホームページをご参照下さい。

○○ 場場 所：人事院２階所：人事院２階 打合室（職員福祉局）打合室（職員福祉局）○○ 場場 所：人事院２階所：人事院２階 打合室（職員福祉局）打合室（職員福祉局）

（東京都千代田区霞が関１－２－３）（東京都千代田区霞が関１－２－３）

○○ そそ のの 他：他：秘密厳守秘密厳守（相談内容や来訪されたことは 職場は（相談内容や来訪されたことは 職場は○○ そそ のの 他：他：秘密厳守秘密厳守（相談内容や来訪されたことは、職場は（相談内容や来訪されたことは、職場は
もとよりご家族にも知らせることはありません。）もとよりご家族にも知らせることはありません。）
相談は相談は無料無料です。です。


